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   令和８年佐用町要綱第３９号 
 
 
 
 
 

佐用町高齢重度障害者医療費助成事業実施要綱の一部を改正する要綱 
 
 
 
佐用町高齢重度障害者医療費助成事業実施要綱の一部を改正する要綱をここに公布す

る。 
 
 
 

令和 ８年 ５月２９日 
 
 
 
                   佐用町長  江 見 秀 樹 
 

 
 



佐用町要綱第３９号 

 

佐用町高齢重度障害者医療費助成事業実施要綱の一部を改正する要綱 

 

佐用町高齢重度障害者医療費助成事業実施要綱（平成17年佐用町要綱第58号）の

一部を次のように改正する。 

 

第２条第３号中「809,000円」を「826,500円」に改める。 

 

附 則 

この要綱は、令和８年７月１日から施行する。 
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